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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェアラブル装置であって、
　（ａ）前記ウェアラブル装置の１又は２以上の構成要素を支持するハウジングと、
　（ｂ）少なくとも１つのセンサがユーザの生物学的又は生理学的特徴に対応する生体信
号を検知するように構成された１又は２以上の環境センサと、
　（ｃ）プロセッサと、
　（ｄ）非一時的媒体に記憶された、前記プロセッサによる読み出し及び実行が可能なプ
ログラムと、
を備え、前記プログラムは、
　　（ｉ）前記１又は２以上の環境センサから生体信号を取得するステップと、
　　（ｉｉ）前記生体信号に関する前記１又は２以上の環境センサ又は前記ハウジングの
位置に対応する位置データを取得するステップと、
　　（ｉｉｉ）前記ウェアラブル装置の動作を、前記取得した位置データの関数として調
整するステップと、
　を実行し、
　前記ウェアラブル装置は、前記ユーザによる前記ウェアラブル装置の位置の調整に応答
して、前記センサが前記ユーザ上の最適位置に対して近づいているか、又は、遠ざかって
いるかを示すように増大又は低下する強度信号を提供するように構成されており、
　前記位置データは、前記１又は２以上の環境センサとは別個の専用センサから取得され
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る、
ことを特徴とするウェアラブル装置。
【請求項２】
　前記プログラムは、
　前記ウェアラブル装置を遠隔サーバに結合し、
　前記遠隔サーバから１又は２以上の装置設定を受け取る、
ようにさらに構成され、前記１又は２以上の装置設定は、前記ウェアラブル装置の動作を
調整する、
請求項１に記載のウェアラブル装置。
【請求項３】
　前記１又は２以上の装置設定は、前記取得した位置データの関数である、
請求項２に記載のウェアラブル装置。
【請求項４】
　前記１又は２以上の装置設定は、前記１又は２以上の環境センサからの前記生体信号の
取得を修正する、
請求項３に記載のウェアラブル装置。
【請求項５】
　前記１又は２以上の装置設定は、前記ウェアラブル装置のメモリに記憶される、
請求項２に記載のウェアラブル装置。
【請求項６】
　ウェアラブル装置であって、
　（ａ）少なくとも１つのセンサがユーザの生物学的又は生理学的特徴に対応する生体信
号を検知するように構成された１又は２以上の環境センサと、
　（ｂ）プロセッサと、
　（ｃ）非一時的媒体に記憶された、前記プロセッサによる読み出し及び実行が可能なプ
ログラムと、
を備え、前記プログラムは、
　　（ｉ）前記１又は２以上の環境センサから生体信号を取得するステップと、
　　（ｉｉ）前記生体信号に関する前記１又は２以上の環境センサの位置に対応する位置
データを取得するステップと、
　　（ｉｉｉ）前記ウェアラブル装置の動作を、前記取得した位置データの関数として調
整するステップと、
　を実行し、
　前記ウェアラブル装置は、前記ユーザによる前記ウェアラブル装置の位置の調整に応答
して、前記センサが前記ユーザ上の最適位置に対して近づいているか、又は、遠ざかって
いるかを示すように増大又は低下する強度信号を提供するように構成されており、
　前記位置データは、前記１又は２以上の環境センサとは別個の専用センサから取得され
る、
ことを特徴とするウェアラブル装置。
【請求項７】
　前記プログラムは、
　前記ウェアラブル装置を遠隔サーバに結合し、
　前記遠隔サーバから１又は２以上の装置設定を受け取る、
ようにさらに構成され、前記１又は２以上の装置設定は、前記ウェアラブル装置の動作を
調整する、
請求項６に記載のウェアラブル装置。
【請求項８】
　前記１又は２以上の装置設定は、前記取得した位置データの関数である、
請求項７に記載のウェアラブル装置。
【請求項９】
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　前記１又は２以上の装置設定は、前記１又は２以上の環境センサからの前記生体信号の
取得を修正する、
請求項８に記載のウェアラブル装置。
【請求項１０】
　前記１又は２以上の装置設定は、前記ウェアラブル装置のメモリに記憶される、
請求項７に記載のウェアラブル装置。
【請求項１１】
　ウェアラブル装置の生体信号フィードバックを提供する方法であって、
　ユーザの生物学的又は生理学的特徴に対応する生体信号を１又は２以上の環境センサか
ら取得するステップと、
　前記生体信号に関する前記１又は２以上の環境センサの位置に対応する位置データを取
得するステップと、
　前記ウェアラブル装置の動作を、前記取得した位置データの関数として調整するステッ
プと、
を含み、
　前記ウェアラブル装置は、前記ユーザによる前記ウェアラブル装置の位置の調整に応答
して、前記センサが前記ユーザ上の最適位置に対して近づいているか、又は、遠ざかって
いるかを示すように増大又は低下する強度信号を提供するように構成されており、
　前記位置データは、前記１又は２以上の環境センサとは別個の専用センサから取得され
る、ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記ウェアラブル装置を遠隔サーバに結合するステップと、
　前記遠隔サーバから１又は２以上の装置設定を受け取るステップと、
　前記取得した１又は２以上の装置設定に基づいて前記ウェアラブル装置の動作を調整す
るステップと、
をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１又は２以上の装置設定は、前記取得した位置データの関数である、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１又は２以上の装置設定は、前記１又は２以上の環境センサからの前記生体信号の
取得を修正する、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ウェアラブル装置であって、
　（ａ）前記ウェアラブル装置の１又は２以上の構成要素を支持するハウジングと、
　（ｂ）少なくとも１つのセンサがユーザの生物学的又は生理学的特徴に対応する生体信
号を検知するように構成された１又は２以上のセンサと、
　（ｃ）発信源と、
　（ｄ）プロセッサと、
　（ｅ）非一時的媒体に記憶された、前記プロセッサによる読み出し及び実行が可能なプ
ログラムと、
を備え、前記プログラムは、
　　（ｉ）前記１又は２以上のセンサから生体信号を取得するステップと、
　　（ｉｉ）前記生体信号に関する前記１又は２以上のセンサの位置に対応する、前記信
号の１又は２以上の信号特性を識別するステップと、
　　（ｉｉｉ）前記発信源を介して、前記ユーザ上の最適位置に対する前記１又は２以上
のセンサの近接性を前記生体信号の前記１又は２以上の信号特性の関数として示すフィー
ドバック信号を出力するステップと、
　を実行し、
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　前記ウェアラブル装置は、前記ユーザによる前記ウェアラブル装置の位置の調整に応答
して、前記センサが前記ユーザ上の最適位置に対して近づいているか、又は、遠ざかって
いるかを示すように増大又は低下する強度信号を提供するように構成されており、
　位置データは、前記１又は２以上のセンサとは別個の専用センサから取得される、
ことを特徴とするウェアラブル装置。
【請求項１６】
　前記１又は２以上の信号特性は、前記信号の強度を含む、
請求項１５に記載のウェアラブル装置。
【請求項１７】
　前記１又は２以上の信号特性は、前記信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を含む、
請求項１５に記載のウェアラブル装置。
【請求項１８】
　前記プログラムは、
　前記１又は２以上の識別された特性を所定の測定基準と比較し、
　前記比較に基づいて前記フィードバック信号の前記出力を変化させる、
ようにさらに構成される、
請求項１５に記載のウェアラブル装置。
【請求項１９】
　前記出力フィードバック信号は、前記ユーザ上の最適位置に対する前記１又は２以上の
センサの近接性を示すように、振幅、周波数又は音色のうちの１つ又は２つ以上が変化す
る、
請求項１５に記載のウェアラブル装置。
【請求項２０】
　前記出力フィードバック信号は、光、音、振動、電気刺激又は無線送信のうちの１つ又
は２つ以上の放出を含む、
請求項１５に記載のウェアラブル装置。
【請求項２１】
　前記生体信号は、ＥＣＧ波形を含む、
請求項１５に記載のウェアラブル装置。
【請求項２２】
　ウェアラブル装置であって、
　（ａ）少なくとも１つのセンサがユーザの生物学的又は生理学的特徴に対応する生体信
号を検知するように構成された１又は２以上のセンサと、
　（ｂ）プロセッサと、
　（ｃ）非一時的媒体に記憶された、前記プロセッサによる読み出し及び実行が可能なプ
ログラムと、
を備え、前記プログラムは、
　　（ｉ）前記１又は２以上のセンサから生体信号を取得するステップと、
　　（ｉｉ）前記生体信号に関する前記１又は２以上のセンサの位置に対応する、前記信
号の１又は２以上の信号特性を識別するステップと、
　　（ｉｉｉ）前記ユーザ上の最適位置に対する前記１又は２以上のセンサの近接性を前
記生体信号の前記１又は２以上の信号特性の関数として示すフィードバック信号を出力す
るステップと、
　を実行し、
　前記ウェアラブル装置は、前記ユーザによる前記ウェアラブル装置の位置の調整に応答
して、前記センサが前記ユーザ上の最適位置に対して近づいているか、又は、遠ざかって
いるかを示すように増大又は低下する強度信号を提供するように構成されており、
　位置データは、前記１又は２以上のセンサとは別個の専用センサから取得される、
ことを特徴とするウェアラブル装置。
【請求項２３】
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　前記１又は２以上の信号特性は、前記信号の強度を含む、
請求項２２に記載のウェアラブル装置。
【請求項２４】
　前記１又は２以上の信号特性は、前記信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を含む、
請求項２２に記載のウェアラブル装置。
【請求項２５】
　前記プログラムは、
　前記１又は２以上の識別された特性を所定の測定基準と比較し、
　前記比較に基づいて前記フィードバック信号の前記出力を変化させる、
ようにさらに構成される、
請求項２２に記載のウェアラブル装置。
【請求項２６】
　前記出力フィードバック信号は、前記ユーザ上の最適位置に対する前記１又は２以上の
センサの近接性を示すように、振幅、周波数又は音色のうちの１つ又は２つ以上が変化す
る、
請求項２２に記載のウェアラブル装置。
【請求項２７】
　前記出力フィードバック信号は、光、音、振動、電気刺激又は無線送信のうちの１つ又
は２つ以上の放出を含む、
請求項２２に記載のウェアラブル装置。
【請求項２８】
　前記生体信号は、ＥＣＧ波形を含む、
請求項２２に記載のウェアラブル装置。
【請求項２９】
　ウェアラブル装置の生体信号フィードバックを提供する方法であって、
　（ｉ）１又は２以上のセンサから生体信号を取得するステップと、
　（ｉｉ）前記生体信号に関する前記１又は２以上のセンサの位置に対応する、前記生体
信号の１又は２以上の信号特性を識別するステップと、
　（ｉｉｉ）ユーザ上の最適位置に対する前記１又は２以上のセンサの近接性を前記生体
信号の前記１又は２以上の信号特性の関数として示すフィードバック信号を出力するステ
ップと、
を含み、
　前記ウェアラブル装置は、前記ユーザによる前記ウェアラブル装置の位置の調整に応答
して、前記ユーザ上の最適位置に対して近づいているか、又は、遠ざかっているかを示す
ように増大又は低下する強度信号を提供するように構成されており、
　位置データは、前記１又は２以上のセンサとは別個の専用センサから取得される、こと
を特徴とする方法。
【請求項３０】
　前記１又は２以上の信号特性は、前記信号の強度を含む、
請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記生体信号は、ＥＣＧ波形を含み、
　前記１又は２以上の信号特性は、前記ＥＣＧ波形の信号対雑音比（ＳＮＲ）を含む、
請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記１又は２以上の識別された特性を所定の測定基準と比較するステップと、
　前記比較に基づいて前記フィードバック信号の前記出力を変化させるステップと、
をさらに含む請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記出力フィードバック信号は、前記ユーザ上の最適位置に対する前記１又は２以上の
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センサの近接性を示すように、振幅、周波数又は音色のうちの１つ又は２つ以上が変化す
る、
請求項２９に記載の方法。
【請求項３４】
　前記出力フィードバック信号は、光、音、振動、電気刺激又は無線送信のうちの１つ又
は２つ以上の放出を含む、
請求項２９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、２０１４年２月２４日に出願された米国仮特許出願第６１／９４３，８３７
号に対する優先権及びその利益を主張するものであり、この仮特許出願はその全体が引用
により本明細書に組み入れられる。
【０００２】
〔コンピュータプログラムによる添付物の引用による組み入れ〕
　適用なし
【０００３】
〔著作権保護を受ける資料の通知〕
　本特許文書中の資料の一部は、米国及びその他の国の著作権法の下で著作権保護を受け
る。著作権の権利所有者は、米国特許商標庁の一般公開ファイル又は記録内に表されると
おりに第三者が特許文献又は特許開示を複製することには異議を唱えないが、それ以外は
全ての著作権を留保する。著作権所有者は、限定するわけではないが、米国特許法施行規
則§１．１４に従う権利を含め、本特許文献を秘密裏に保持しておくあらゆる権利を本明
細書によって放棄するものではない。
【０００４】
　本技術は、一般にスマートウェアラブル装置に関する。
【背景技術】
【０００５】
　ウェアラブル装置の一種には、例えば、脈拍、呼吸数、ＥＭＧ又は四肢運動の空間的範
囲などの、身体に関連するパラメータを測定するものがある。このような測定の精度及び
／又は効率は、身体上におけるウェアラブル装置の配置によって影響を受けることがある
。
【０００６】
　身体上における最適なウェアラブル装置の配置は、ウェアラブル装置のユーザ／着用者
に明らかでないことが多い。これにはいくつかの理由がある。例えば、通常、ユーザ／着
用者は、測定される信号又は測定に用いられる技術についての知識が十分でなく、従って
改善された信号測定を通じてウェアラブル装置の性能を向上させるのに最適な配置を知ら
ない。利便性の面から言えば、ユーザはこのような知識の要件を抱えるべきではない。さ
らに、ユーザ／着用者は、生成される又は身体に関連する関心信号を直接観察することが
できないので、生理学及びバイオセンサの知識がある専門的なユーザでさえ、詳細な測定
を伴わずに最適な配置位置を突き止めることはできない。上述したＥＣＧ検知ウェアラブ
ル装置の例を用いると、ユーザは、ウェアラブル装置を人の胸部に垂直に、又は人の前腕
部にいずれかの配向で配置した時に、ウェアラブル装置の性能仕様がＥＣＧ信号の測定を
妨げることを知らないことがある。
【０００７】
　例えば、スマートウォッチは、左手首又は右手首のどちらに着用されているか、腕のど
の正確な位置に着用されているか、手首にどれぐらいきつく（又は緩く）着用されている
かを検出できないことがある。同様に、一般にウェアラブルスマート眼鏡は、着用者の眼
の間隔、鼻の形状、又は耳の周囲のフレームの柄の位置の正確な寸法が分からない。この
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ことは、着用者の最も正確な測定値を取得することのみならず、検知パラメータを各個人
の形態に適合させることにも影響する。実際、一般に今日のウェアラブル装置は、そのア
ルゴリズムを微調整するためにユーザ入力パラメータ（例えば、年齢、性別、身長、体重
．．．）のみに依拠するが、このことは、体形、内臓器官の位置（及び民族的ばらつき）
の独自の特徴を考えると非常に大雑把で不正確な可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　基本的解決策は、ウェアラブル装置が複数の物理的サイズを有するようにすることであ
るが、複数のモデルを存在させる必要があるので、ベンダ／ＯＥＭ（及びディストリビュ
ータ）にとっての全体的なコスト構造が高くなってしまう。従って、検知が最適以下にな
るとともに、ウェアラブル装置が現在正しい位置に存在しない旨、又は着用者固有の事例
における最適な位置がどこであるかを着用者に通知することもできなくなってしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　ウェアラブル装置の最適配置のためのフィードバックを有するスマートウェアラブル装
置及び方法を開示する。これには、着用者に対する位置がずれている場合又は位置を変更
する場合に通知の送信又はフィードバックの提供を行うことにより、着用者の状態に応じ
てウェアラブル装置をロック又はロック解除し、及び／又は外部ウェアラブル／非ウェア
ラブル装置に通知するシステム及び方法が含まれる。
【００１０】
　本技術の１つの態様は、装置の（身体、足首上の絶対位置及び相対位置、並びに取り付
けのきつさなどの）独自のポジショニング及び時間の経過に伴うその動的進化を「自己認
識」するようになるウェアラブル装置を提供するシステム及び方法である。この情報は、
ウェアラブル装置自体が記憶して使用することも、様々な意思決定又は通知のために遠隔
／クラウドベースのサーバシステムにバックグラウンドでアップロードすることもできる
。
【００１１】
　別の態様は、ウェアラブル装置の最適配置のための生体信号フィードバックを有するス
マートウェアラブル装置及び方法である。
【００１２】
　本技術のさらなる態様は、取得された生体信号品質に基づいてフィードバックを提供す
ることにより、ユーザにウェアラブル装置の正しい配置を示すシステム及び方法である。
１つの実施形態では、計算した信号対雑音比を予測信号の信号対雑音比と比較することに
よって生体信号品質が取得される。
【００１３】
　１つの実施形態では、生体信号に対する１又は２以上のセンサの近接性を生体信号の１
又は２以上の信号特性の関数として示すフィードバック信号が発信源を介して生成される
。ここで、信号特性の推定において複数のセンサからの信号を考慮する場合、これらのセ
ンサは、同じ物理装置上に存在することも、又は複数の物理装置に分散することもできる
。通常、この例では複数の物理装置が同じユーザからの信号を検知する。
【００１４】
　本明細書の以下の部分では、本発明のさらなる態様を示すが、この詳細な説明は、本発
明の好ましい実施形態に制限を課すことなく完全に開示することを目的とする。
【００１５】
　本明細書で説明する技術は、例示のみを目的とする以下の図面を参照することによって
さらに完全に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本明細書で説明するスマートウェアラブルネットワークの実施形態の概略図であ
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る。
【図２】本明細書で説明するスマートウェアラブル装置の実施形態の機能ブロック図であ
る。
【図３】位置フィードバックを有するアイウェアの形のスマートウェアラブル装置の実施
形態の概略図である。
【図４】位置フィードバックを有するリストストラップの形のスマートウェアラブル装置
の実施形態の概略図である。
【図５】本明細書による、位置フィードバックを有するスマートウェアラブル装置のシス
テムの実施形態の概略要素図である。
【図６】本明細書で説明する、ウェアラブル装置の位置フィードバックを提供する方法の
フロー図である。
【図７】生体信号フィードバックを有するスマートウェアラブル装置及びシステムの実施
形態の概略図である。
【図８】生体信号フィードバックを有するスマートウェアラブル装置の実施形態の概略要
素図である。
【図９】本明細書で説明する、ウェアラブル装置の生体信号フィードバックを提供する方
法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示は、一般に、例えば装置を着用するユーザの１又は２以上の生物学的又は生理的
特徴に基づいて動作を実行できるウェアラブル装置に関する。ウェアラブル装置は、１又
は２以上のセンサ、プロセッサ、及びプロセッサ上で実行可能なコードを用いて、以下に
限定されるわけではないが、性別、体重、身長、体温、皮膚温、心拍数、呼吸数、血糖値
、血糖グルコース値、ストレス／疲労、電気皮膚反応、摂取（タンパク質）、消化速度、
新陳代謝率、血液化学、発汗、体幹及び皮膚温、バイタルサイン、眼の乾燥度、虫歯、歯
周病、エネルギー貯蔵、カロリー燃焼率、精神的敏捷性、心調律、睡眠パターン、カフェ
イン含有量、ビタミン含有量、水分補給、血中酸素飽和度、血中コルチゾール値、血圧、
コレステロール、乳酸値、体脂肪、たんぱく質値、ホルモン値、筋肉量、ｐＨなどの、着
用者の身体的特徴を含む特徴を検知して処理するように構成することができる。このよう
な条件は、以下に限定されるわけではないが、姿勢（例えば、うつ伏せ、直立）、動き、
又は身体的状態（例えば、睡眠中、運動中）などを含むこともできる。
【００１８】
　ウェアラブル装置は、以下に限定されるわけではないが、触覚出力装置（例えば、オフ
セットモータ、電気活性高分子、コンデンサ型電圧源、ペルティエ温度素子、収縮材料、
点字アクチュエータ）、遠隔測定装置、視覚装置、可聴装置及びその他の出力装置を含む
、１又は２以上の出力装置を含むことができる。
【００１９】
　ウェアラブル装置は、着用者のことを学習して適合できるように人工知能を含むことが
できる。装置は、誤った（例えば、偶発的な、意図しない）感覚入力と有効な感覚入力と
を正確に区別することによって着用者の身体的状態又は特徴に関する正確な結論を示す（
例えば、着用者の寝返りを運動と解釈しない）ように構成することができる。装置は、顔
、ユーザ又はその他の画像認識のための１又は２以上のカメラ又はその他の視覚センサを
含むこともできる。ウェアラブル装置は、着用者のデジタル健康履歴との間で情報の送信
及び／又は情報の検索を行うように構成することもできる。
【００２０】
　ウェアラブル装置は、装置の特定の特徴及び機能に従って、ユーザ、別のウェアラブル
装置、非ウェアラブル装置、又はネットワークに情報を出力するように構成することもで
きる。
【００２１】
Ａ．一般的なシステムの実装
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　図１に、ネットワーク１０２を含む一般化したネットワークインフラストラクチャ（例
えばシステム）１００を示す。例えば、このネットワークは、ローカルエリアネットワー
ク、又はインターネットなどのワイドエリアネットワークとすることができる。本明細書
で説明する技術の実施形態による１又は２以上のスマートウェアラブル装置１０４－１～
１０４－ｎは、有線又は無線接続１０６を介してネットワーク１０２と通信することがで
きる。スマートウェアラブル装置のうちの１つ又は２つ以上は、ネットワーク１０２を介
して、或いは直接的な有線接続又は無線接続１０８を用いて別のスマートウェアラブル装
置と通信することができる。
【００２２】
　スマートウェアラブル装置１０４－１～１０４－ｎのうちの１つ又は２つ以上は、１又
は２以上の非ウェアラブル装置１１０－１～１１０－ｎと通信することもできる。本開示
の範囲に含まれない非ウェアラブル装置は、プロセッサ、関連するオペレーティングシス
テム及び通信インターフェイスを有するいずれかの従来の「スマート」装置とすることが
できる。非ウェアラブル装置の例としては、スマートフォン、タブレットコンピュータ、
ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ及びセットトップボックスが挙げ
られる。非ウェアラブル装置は、いずれも有線又は無線接続を介して外部装置と通信でき
るタイプのものとすることができる。この場合、スマートウェアラブル装置のうちの１つ
又は２つ以上は、直接的な有線接続又は無線接続１１２を用いて非ウェアラブル装置のう
ちの１つ又は２つ以上と通信することができる。さらに、非ウェアラブル装置のうちの１
つ又は２つ以上は、標準的な有線又は無線接続１１４を介してネットワーク１０２と通信
できるタイプのものとすることもできる。この場合、スマートウェアラブル装置のうちの
１つ又は２つ以上は、ネットワーク１０２を介して非ウェアラブル装置のうちの１つ又は
２つ以上と通信することができる。
【００２３】
　クライアント－サーバ構成では、有線又は無線接続１１８を用いてネットワークに接続
できる１又は２以上のサーバ１１６－１～１１６－ｎを提供することができる。サーバは
、独立型サーバ、クラスタサーバ、ネットワークサーバ、又は大型コンピュータのような
機能にアレイ状に接続されたサーバを含むことができる。この場合、スマートウェアラブ
ル装置のうちの１つ又は２つ以上は、サーバのうちの１つ又は２つ以上と通信することが
できる。
【００２４】
　図２に、本明細書で説明する技術によるスマートウェアラブル装置の一般的な実施形態
を示す。図示の実施形態は、本明細書で説明する機能を実行できるように修正又はカスタ
マイズすることもできると理解されるであろう。図示の例示的な実施形態では、スマート
ウェアラブル装置が、プロセッサ２０２と、メモリ２０４と、アプリケーションソフトウ
ェアコード２０６とを有する「エンジン」２００を含む。プロセッサ２０２は、いずれか
の好適な従来のプロセッサとすることができる。メモリ２０４は、アプリケーションプロ
グラミングコード２０６を記憶するための関連する記憶スペースを有するいずれかの好適
な従来のＲＡＭタイプメモリ及び／又はＲＯＭタイプメモリを含むことができる。
【００２５】
　必要に応じて、本明細書で説明するスマートウェアラブル装置の機能のうちの１つ又は
２つ以上を実行する従来の有線又は無線通信モジュール２０８（例えば、送信機又は受信
機、或いは送受信機）を含めることもできる。提供できる無線通信能力の例としては、以
下に限定されるわけではないが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｗｉ－Ｆｉ、赤外線、セルラー及
び近距離通信が挙げられる。必要に応じて、１又は２以上の従来のインターフェイス又は
コントローラ２１０を設けることもできる。インターフェイス又はコントローラの例とし
ては、以下に限定されるわけではないが、アナログ－デジタルコンバータ、デジタル－ア
ナログコンバータ、バッファなどが挙げられる。
【００２６】
　装置は、本明細書で説明する機能のうちの１つ又は２つ以上を実行するように装置に入
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力を提供する生物学的又は生理学的センサのための少なくとも１つの入力部２１２を含む
ことができる。任意のセンサのためのセンサ入力部２１４－１～２１４－ｎを含めること
もできる。これらの任意の入力センサとしては、以下に限定されるわけではないが、加速
度計、温度センサ、高度センサ、モーションセンサ、位置センサ及び本明細書で説明する
（単複の）機能を実行するその他のセンサを挙げることができる。センサにとって必要で
あれば、１又は２以上の従来のインターフェイス又はコントローラ２１６を設けることも
できる。インターフェイス又はコントローラの例としては、以下に限定されるわけではな
いが、アナログ－デジタルコンバータ、デジタル－アナログコンバータ、バッファなどが
挙げられる。
【００２７】
　また、装置は、１又は２以上の出力装置を駆動する１又は２以上の出力部２１８－１～
２１８－ｎ（及びこれらの出力装置）を含むこともできる。これらの出力装置は、以下に
限定されるわけではないが、触覚出力装置、遠隔測定装置、視覚装置、可聴装置及び本明
細書で説明する機能を実行できる他の出力装置を含むことができる。出力装置にとって必
要であれば、１又は２以上の従来のインターフェイス又はコントローラ２２０を設けるこ
ともできる。インターフェイス又はコントローラの例としては、以下に限定されるわけで
はないが、アナログ－デジタルコンバータ、デジタル－アナログコンバータ、バッファな
どが挙げられる。
【００２８】
　本明細書で説明する機能に従い、ユーザ入力部２２２を提供することもできる。ユーザ
入力部は、例えば１又は２以上の機能の開始、１又は２以上の機能の終了、又は実行プロ
セスへの介入を行うことができる。ユーザ入力部は、以下に限定されるわけではないが、
マニュアルスイッチ、タッチセンサ、磁気センサ、近接センサなどを含むいずれかの従来
の入力装置とすることができる。出力装置にとって必要であれば、１又は２以上の従来の
インターフェイス又はコントローラ２２４を設けることもできる。インターフェイス又は
コントローラの例としては、以下に限定されるわけではないが、アナログ－デジタルコン
バータ、デジタル－アナログコンバータ、バッファなどが挙げられる。
【００２９】
　エンジン２００は、本明細書で説明する（単複の）機能に応じて、機械学習又はその他
の適応的機能のためのフィードバックループ２２６を含むこともできる。フィードバック
ループは、装置の較正を可能にすることもできる。
【００３０】
　本明細書で説明するスマートウェアラブル装置は、上述した構成要素のためのハウジン
グ又はキャリアを必然的に含むと理解されるであろう。本明細書で使用する「スマートウ
ェアラブル装置」という用語は、ユーザの身体に装着され又は別様に関連し、ユーザの１
又は２以上の生物学的又は生理的状態を検知する少なくとも１つのセンサを通じてユーザ
に「接続」された装置を意味すると理解されるであろう。
【００３１】
　ハウジング又はキャリアの特定の形態（すなわち、ウェアラブルプラットフォーム）は
、本明細書で説明する機能を実行するための選択及び適合性に基づいて様々とすることが
できる。ウェアラブルプラットフォームの例としては、以下に限定されるわけではないが
、手着用型装置、指着用型装置、手首着用型装置、頭部着用型装置、腕着用型装置、脚着
用型装置、角度着用型装置、足着用型装置、つま先着用型装置、腕時計、眼鏡、指輪、ブ
レスレット、ネックレス、宝飾品、衣類、靴、帽子、コンタクトレンズ、手袋などが挙げ
られる。
【００３２】
　入力センサ及び出力装置は、スマートウェアラブル装置の（単複の）機能に望ましいよ
うに、及び／又は適するように、ウェアラブルプラットフォームに一体化することも、又
はウェアラブルプラットフォームに外付けすることもできるとさらに理解されるであろう
。
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【００３３】
Ｂ．生体信号フィードバックを有するスマートウェアラブル装置
　開示する装置及び方法は、身体上におけるウェアラブル装置の配置に関するアクセス可
能なフィードバックの取得を容易にする。本明細書で使用する「身体」という用語は、着
用者自身の身体、又は別の人物の身体、或いは別の動物又は生物の身体を含むことができ
る。本明細書で使用する「アクセス可能な」という用語は、視覚、聴覚、接触などの通常
の感覚を用いてユーザが知覚できるフィードバックを意味する。
【００３４】
　図３に、例えばスマートウェアラブル装置１０４－１（図１及び図２を参照）及び１又
は２以上の信号に従ってウェアラブル装置に関する位置フィードバックを提供するアイウ
ェア３００（例えば「スマート眼鏡」）の概略図を示す。ウェアラブル装置３００は、生
物学的／生理学的センサに加え、ユーザに対するウェアラブル装置３００及び／又は生物
学的／生理学的センサの位置データを取得してこれらの位置／状態を測定することのみを
目的としてフレーム３１０に埋め込まれ、取り付けられ、又は別様に結合された１又は２
以上の専用センサを有する。
【００３５】
　例えば、スマート眼鏡のノーズパッド３１４ｂは、着用者の顔３０２から眼鏡が持ち上
がっている時にこれを検出する圧力センサを含むことができる。
【００３６】
　センサ３１４ａは、ユーザ３０２に対するウェアラブル装置３００の位置／状態を検出
する複合目的センサとすることができ、ユーザ３０２の生物学的／生理学的信号を検出す
るために使用することもできる。例えば、センサ３１４ａは、ユーザ３０２に関する生体
認証データを取得するとともに、ユーザ３０２に対する眼鏡３００の位置に関する情報を
提供する目的（例えば、較正目的）で、患者の網膜に向けて照明信号３１６を送ることが
できる（例えば、網膜スキャナ）。
【００３７】
　センサ３１２は、ユーザ３０２に対する装置３００の較正又は位置／状態とは全く関係
のない信号３１８を測定する専用の生体認証／生理学的センサとして機能することができ
る。
【００３８】
　図４に、ハウジング３６０と、装置３５０の位置／状態をウェアラブル装置が独自に較
正する目的で（信号３６４を介したユーザ３０４の身体パラメータの有用な検知に能動的
に関与している）１又は２以上の既存のセンサ３６２を再使用するリストバンド３５２と
を有する例示的な手首装着型の検知ウェアラブル装置３５０を示す。この検知は、皮膚の
接触性／伝導性測定、加速度及びジャイロスコープ測定、又はその他の検知測定の組み合
わせを通じて行うことができる。ウェアラブル装置３５０は、ウェアラブル装置３００に
示すような専用の較正用要素／センサを有することもできると理解されたい。
【００３９】
　図３及び図４に示す二重又は単一目的のセンサは、当業で周知の他のタイプのセンサの
中でも特に、繊維／布地に埋め込まれた張力／圧力検知センサ、（取り付けの緩みを検出
する）ジッタセンサ、（腕時計のフックがどの穴に取り付けられているかを認識する）腕
時計のリストバンド上の、又は（着用者の顔から眼鏡が持ち上がっている時にこれを検出
する）スマート眼鏡のノーズパッド上の圧力／接触センサのうちの１つ又は２つ以上を含
むことができる。
【００４０】
　本開示のシステム及び方法は、取得される環境的／生物学的データにセンサの位置が影
響を与える場合に複数の装置において異なるタイプの生体信号を測定するために使用でき
ると理解されたい。例えば、システム３５０は、心拍数モニタのための脈拍数、ＥＭＧ、
四肢運動の空間的範囲、パルス酸素濃度計のための血中酸素、温度などを取得する際に使
用されるように構成することができる。
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【００４１】
　図５に、アイウェア３００及びリストバンド３５０を含む構成要素のシステム４００の
概略図を示す。ウェアラブル装置３００及び３５０は、図２のウェアラブル装置１０４－
１に示すような追加回路を含むこともできると理解されたい。
【００４２】
　センサ３１２、３６２は、装置３００、３５０の較正に使用される信号３１６、３６４
をそれぞれ受け取ることができる。装置３５０の場合には、信号３６４が生体信号の場合
もあるのに対し、装置３００では、較正センサ３１４ａ又は３１４ｂを介した較正に信号
３１６のみが使用され、生体信号３１８はアプリケーションセンサ３１２によって受け取
られる。装置３００、３５０は、プロセッサ３２０における較正処理を引き起こすアプリ
ケーションソフトウェア３２６を保持するとともに、センサ３１２の位置に応じた様々な
強度の較正設定３２８を記憶するメモリを含むことが好ましい。（図２のコード２０６又
はそのモジュールを含むことができる）アプリケーションプログラム３２６は、生体信号
３１８（或いは、装置３５０では３６４）を受け取ると、着信データを様々な目的で分析
することもできる。
【００４３】
　（例えば、インターネット３３２を介して）遠隔／クラウドベースのアプリケーション
サーバ３３０との間で（プライバシー及び匿名性を保証するように暗号化方式で）データ
を送受信できるように無線回路／インターフェイス３２２、３６６（例えば、Ｗｉｆｉ、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなど）を提供し、そのアクセスを医療専門家、ライブ会場、製薬会社
などのサードパーティに対して許可して（又は取り消して）、これらのサードパーティが
ウェアラブル装置の位置及び除去を定める特定のルールを設定するようにすることもでき
る。これらのルールが設定されると、これをウェアラブル装置の内部メモリ３２４の専用
の安全な（不正開封防止装置付きの）部分（例えば、設定モジュール３２８）に自動的に
プッシュして、ウェアラブル装置の処理アルゴリズム３２６が、最適位置の基準、及びウ
ェアラブル装置３００、３５０が着用者の身体から除去された時に常に引き起こすべき一
連の動作を取得するようにする。
【００４４】
　１つの実施形態では、フィードバック信号（図示せず）が、信号強度（例えばＳＮＲな
ど）が高まるにつれて音の振幅が増加する、人間の身体上における配置を示す可聴音を含
むことができる。
【００４５】
　図６に、本明細書によるウェアラブル装置の位置フィードバックを提供する方法５００
を示す。方法５００は、アプリケーションプログラム３２６（図５）及び／又はコード２
０６（図２）として実装することができる。ステップ５０２において、センサ（例えば３
１４ａ、３１４ｂ又は３６２）がセンサ情報（例えば、生体信号３１６又は３６４）を取
得する。このステップでは、前処理（例えば、フィルタ処理、増幅、その後のアナログ領
域での処理、又はデジタル領域でのデジタル化及び処理、並びに空間及び／周波数領域で
の処理）を行うことができる。（デジタル又はアナログ領域のいずれかにおいて）パター
ン認識を適用して関心信号を識別することもできる。
【００４６】
　ステップ５０４において、取得したデータを遠隔サーバ（例えば、アプリケーションサ
ーバ３３０）にアップロードする。前処理及びパターン認識は、遠隔サーバ３３０におい
て実行することもできる。
【００４７】
　ステップ５０６において、遠隔サーバ３３０から装置設定を取得し、その後にステップ
５０８においてメモリ３２８に記憶することができる。
【００４８】
　次に、ステップ５１０において、取得した設定をステップ５０２において取得したデー
タの関数として装置に適用し、特にユーザからの生体認証データを検知する際の機能に照
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らして、ウェアラブル装置３００、３５０の日常動作に合わせて装置の１又は２以上のパ
ラメータを調整することができる。
【００４９】
　この位置最適化システム及び方法は、限定するわけではないが、以下のような様々な用
途で使用することができる。
【００５０】
　１）患者固有の物理的状態又は治療に基づくヘルストラッカーの最適な位置を患者に知
らせること。このような装置は、このような位置が一定期間にわたって最適以下のままで
ある場合、或いはウェアラブル装置が所与の特定の期間にわたって着用されているはずで
あるにも関わらず着用者の身体から完全に除去されている時に医療専門家に通知するハー
ドウェア及びソフトウェアを含むこともできる。
【００５１】
　２）ウェアラブル娯楽装置（ビデオゲームのウェアラブル制御装置、例えば身に付ける
ゲームコントローラなど）に実装し、従ってユーザによる手動較正の必要性をなくすこと
。
【００５２】
　３）例えば、医療ケアの専門家又は製薬会社によって設定された時間中ずっと患者のウ
ェアラブル装置が患者の身体信号を確実に追跡し続けるようにすることなどの、医療モニ
タリングの順守を確実にすること。
【００５３】
　４）偽造又は違法使用を避けること（例えば、この場合、ウェアラブル装置３００、３
５０が、アミューズメントパーク、会場又はライブイベントの電子チケットに対応する情
報をメモリ３２４内に保持し、着用者Ａからウェアラブル装置３００、３５０が取り外さ
れて着用者Ｂに渡される（例えば、センサ３６２、３１２などが体温又は他の生体信号３
１８、３６４を介して検知する）と、クレジット又はトランザクションが自動的に無効に
なる。）
【００５４】
Ｃ．生体信号フィードバックを有するスマートウェアラブル装置
　開示する装置及び方法は、身体上におけるウェアラブル装置の配置に関するアクセス可
能なフィードバックの取得を容易にする。本明細書で使用する「身体」という用語は、着
用者自身の身体、又は別の人物の身体、又は別の動物又は生物の身体を含むことができる
。本明細書で使用する「アクセス可能な」という用語は、視覚、聴覚、接触などの普通の
感覚を用いてユーザが知覚できるフィードバックを意味する。フィードバックは、装置の
着用者に提供することも、或いは装置の着用者以外の人物に提供することもできる。後者
の場合、非着用者は、着用者に装置を取り付けることができる。
【００５５】
　図７に、例えばスマートウェアラブル装置１０４－１（図１及び図２を参照）及び１又
は２以上の生体信号に従ってウェアラブル装置に関する位置フィードバックを提供するシ
ステム６００の概略図を示す。図７には、チェストマウント６１０、リストマウント６２
０、又はこれらの両方を含むことができる例示的なＥＣＧ検知ウェアラブル装置６００を
示している。チェストマウントハウジング６１０は、複数のセンサ６１２及びチェストス
トラップ６１４を含むことができ、手首装着型装置は、リストストラップ６２０及びセン
サ６２２を含むことができる。ハウジング６１０は、当業でＥＣＧ電極／リードに一般的
に使用されている接着性の発泡体／布／テープの裏張り（ストラップなし）を含むことも
できると理解されたい。
【００５６】
　図７のシステム６００は、ＥＣＧモニタリング装置としての好ましい実施形態として示
すものであると理解されたい。しかしながら、本発明のシステム及び方法は、取得される
環境的／生物学的データにセンサの位置が影響を与える場合に複数の装置において異なる
タイプの生体信号を測定するために使用することもできる。例えば、システム６００は、
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脈拍数、心拍数、呼吸速度、ＥＭＧ、四肢運動の空間的範囲、パルス酸素濃度計の血中酸
素、温度などを取得する際に使用されるように構成することができる。
【００５７】
　図７に示すように、チェストマウント６１０は、ユーザの胴部６１０に沿った垂直方向
及び水平方向の両方における様々な取り付け位置を有することができ、リスト装置６２０
は、腕の長さに沿った様々な位置、及び腕の周囲の様々な回転位置を有することができる
。
【００５８】
　図８は、チェストマウント式ウェアラブル装置６１０の構成要素の概略図である。ウェ
アラブル装置６００は、図２のウェアラブル装置１０４－１に示すような追加回路を含む
こともできると理解されたい。ハウジング６１０は、ユーザの胴部６１６からの生体信号
を受け取るように皮膚に隣接して配置されるように構成される。センサ６１２は、センサ
６１２の位置に応じて強度が変化する生体信号６１８ａ及び６１８ｂを受け取ることがで
きる。（図２のコード２０６又はそのモジュールを含むことができる）アプリケーション
プログラム６３２は、生体信号６１８ａ、６１８ｂを受け取ると、生体信号からの着信デ
ータを分析し、エミッタ／スピーカ６３４を介してフィードバック信号６２６を提供する
。
【００５９】
　１つの実施形態では、フィードバック信号６２６が、（既知のＥＣＧ波形のテンプレー
トと比べた信号のＳＮＲとして測定した）信号強度が高まるにつれて音の振幅が増加する
、人間の身体上における配置を示す（例えば、スピーカ６３４からの）可聴音を含むこと
ができる。フィードバック音信号３２６は、この（２、３分間続くこともある）初期配置
段階後に自動的に又はユーザによって無効にすることができる。ユーザ又は装置は、将来
的なあらゆる時点で再びフィードバック信号３２６を有効にして、ＳＮＲが一定の閾値未
満に低下してウェアラブル装置の再配置が必要な旨を示す場合に人にフィードバックを提
供するようにすることができる。
【００６０】
　信号強度は、ユーザに配置情報を提供するために使用できる多くのフィードバック信号
の１つであると理解されたい。１つの別の実施形態では、ユーザに中継されるフィードバ
ックデータを、２つの電極間（例えば、電極６１２、６２２の左右のインスタンス間、又
はこれらの組み合わせ）のインピーダンスの関数とすることができる。このようなインピ
ーダンスデータは、着用者の皮膚６１６との接触の質を示すことができる。このインピー
ダンスフィードバックは、関心信号（例えば上記の例ではＥＣＧ）のＳＮＲ又はその他の
信号特性に加えて、又はこれらと無関係に提供することができる。
【００６１】
　図９に、本明細書によるウェアラブル装置の生体信号フィードバックを提供する方法６
５０を示す。方法６５０は、アプリケーションプログラム６３２（図８）及び／又はコー
ド２０６（図２）として実装することができる。ステップ６５２において、センサがセン
サ信号（例えば、生体信号６１８ａ及び６１８ｂ）を取得する。次に、ステップ６５６に
おいて前処理（例えば、フィルタ処理、増幅、その後のアナログ領域での処理、又はデジ
タル領域でのデジタル化及び処理、並びに空間及び／周波数領域での処理）を実行する。
次に、ステップ６５６において信号特性を識別する。（デジタル領域又はアナログ領域の
いずれかにおいて）パターン認識を適用して関心信号を識別することもできる。次に、ス
テップ６５８において、識別された信号特性を任意に使用できる所定の測定基準と比較し
て、センサが最適配置からどれほど離れているかを求める（例えば、距離測定ステップ６
６０）。ステップ６６２において、一定の音量、強度、周波数、音色などで出力信号６２
６を発信して、理想的な配置に対するセンサの近接性についての可聴指示を与えることが
できる。ステップ６６４においてウェアラブル装置６１０の位置が最適でない場合、ウェ
アラブル装置は、最適な又は許容可能な配置が得られるまで信号を取得し続ける（ステッ
プ６５２に戻る）ことができる。この時間中、ユーザは、ウェアラブル装置６１０の位置
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を調整し、理想的な配置に対して「近付いている」か、それとも「遠ざかっている」かを
示すように増大／低下する強度信号を受け取ることができる。
【００６２】
　「ＳＮＲ」手順に関する変形例を使用することもできると理解されたい。なお、ここで
は、「信号対雑音」比を、測定する関心信号の品質を示す定義の曖昧な用語としてのみ使
用している。従って「ＳＮＲ」は、装置が信号に対して行う処理のタイプに依存すること
ができる。このことは、非定常信号又は準周期信号に特に当てはまる。しかしながら、全
ての場合に、測定のための関心信号の文脈において測定される信号の「強度」又は「品質
」を示す測定基準を推定することができる。
【００６３】
　別の実施形態では、ユーザが、身体上における初期配置中に一定のタスクを実行して、
着用者が静止した又は別のリラックスした姿勢にある初期配置だけでなく、生活中におけ
る通常の作業の実行中、又は装置の使用に関連する特定の作業の実行中のＳＮＲを推定す
ることもできる。
【００６４】
　出力信号６２６は、（例えば、ウェアラブル装置６１０が最適位置から離れて位置する
につれて強度が低下するように）逆に変化するように構成することもできる。出力信号６
２６は、音の代わりに、又は音に加えて他のタイプのフィードバックを提供できるように
、異なる手段の形でＳＮＲと共に変化することもできる。例えば、信号６２６は、（ウェ
アラブル装置が人に見える場合）エミッタ６３４としてのＬＥＤを介した発光を含むこと
ができる。
【００６５】
　エミッタ６３４は、振動及びその他の触覚的方法（より個人向けの又は離散的な指示）
、（プライバシーのための）骨伝導を介した音響伝送、人物又は着用者の身体に対するか
すかな電気刺激、或いは（着用者、監視員、又は介護者などの他の人物とすることができ
る）人物に光、音、触覚フィードバックなどを用いて通知するような、又は将来的な参照
のために単純に記録されるような、遠隔装置への無線送信を発するように構成することも
できる。
【００６６】
　別の実施形態では、上述した信号特性だけでなく、ユーザの身体上におけるセンサの解
剖学的位置にも基づいて、例えば光学又はその他の検知を用いて眼窩上の突起部を検出す
ることによってユーザにフィードバックを与えることもできる。身体上におけるセンサの
位置は、そのセンサ自体によって推定することも、又は同じ装置の別のセンサによって推
定することもできる。
【００６７】
　本技術の実施形態は、コンピュータプログラム製品としても実装できる、本技術の実施
形態による方法及びシステム、及び／又はアルゴリズム、数式又はその他の計算表現のフ
ロー図を参照して説明することができる。この点、フロー図の各ブロック又はステップ、
及びフロー図のブロック（及び／又はステップ）の組み合わせ、アルゴリズム、式、又は
計算表現は、ハードウェア、ファームウェア、及び／又はコンピュータ可読プログラムコ
ード論理の形で具体化された１又はそれ以上のコンピュータプログラム命令を含むソフト
ウェアなどの様々な手段によって実装することができる。理解されるように、このような
あらゆるコンピュータプログラム命令は、以下に限定されるわけではないが、汎用コンピ
ュータ又は専用コンピュータ、又は機械を生産するためのその他のあらゆるプログラマブ
ル処理装置を含むコンピュータ上にロードして、コンピュータ又はその他のプログラマブ
ル処理装置上で実行されるコンピュータプログラム命令が、（単複の）フロー図の（単複
の）ブロック内に特定される機能を実施するための手段を生み出すようにすることができ
る。
【００６８】
　従って、フロー図のブロック、アルゴリズム、式、又は計算表現は、特定の機能を実行
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するための手段の組み合わせ、特定の機能を実行するためのステップの組み合わせ、及び
コンピュータ可読プログラムコード論理手段の形で具体化されるような、特定の機能を実
行するためのコンピュータプログラム命令をサポートする。また、本明細書で説明したフ
ロー図の各ブロック、アルゴリズム、式、又は計算表現、及びこれらの組み合わせは、特
定の機能又はステップを実行する専用ハードウェアベースのコンピュータシステム、又は
専用ハードウェアとコンピュータ可読プログラムコード論理手段の組み合わせによって実
装することもできると理解されるであろう。
【００６９】
　さらに、コンピュータ可読プログラムコード論理などの形で具体化されるこれらのコン
ピュータプログラム命令を、コンピュータ又はその他のプログラマブル処理装置に特定の
態様で機能するように指示することができるコンピュータ可読メモリに記憶して、これら
のコンピュータ可読メモリに記憶された命令が、（単複の）フロー図の（単複の）ブロッ
ク内に指定される機能を実施する命令手段を含む製造の物品を生産するようにすることも
できる。コンピュータプログラム命令をコンピュータ又はその他のプログラマブル処理装
置上にロードし、コンピュータ又はその他のプログラマブル処理装置上で一連の動作ステ
ップが実行されるようにしてコンピュータで実施される処理を生成し、コンピュータ又は
その他のプログラマブル処理装置上で実行される命令が、（単複の）フロー図の（単複の
）ブロック、（単複の）アルゴリズム、（単複の）式、又は（単複の）計算表現に特定さ
れる機能を実施するためのステップを提供するようにすることもできる。
【００７０】
　さらに、本明細書で使用する「プログラム」は、本明細書で説明した機能を実行するた
めにプロセッサが実行できる１又は２以上の命令を意味すると理解されるであろう。プロ
グラムは、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み
合わせで具体化することができる。プログラムは、装置の非一時的媒体にローカルに記憶
することも、又はサーバなどに遠隔的に記憶することもでき、或いはプログラムの全部又
は一部をローカル又は遠隔的に記憶することもできる。遠隔的に記憶されたプログラムは
、例えば場所、タイミングイベント、オブジェクトの検出、顔の表情の検出、場所の検出
、場所の変化の検出又はその他の要因などの１又は２以上の要因に基づいて、ユーザが開
始することによって又は自動的に装置にダウンロード（プッシュ）することができる。さ
らに、本明細書で使用するプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）及びコンピュータという
用語は、プログラム、並びに入力／出力インターフェイス及び／又は周辺装置との通信を
実行できる装置を示すために同義的に使用されると理解されるであろう。
【００７１】
　上記の説明から、限定ではないが以下の内容を含む様々な方法で本技術を具体化するこ
とができると理解されるであろう。
【００７２】
　１．ウェアラブル装置であって、（ａ）ウェアラブル装置の１又は２以上の構成要素を
支持するハウジングと、（ｂ）少なくとも１つのセンサがユーザの生物学的又は生理学的
特徴に対応する生体信号を検知するように構成された１又は２以上の環境センサと、（ｃ
）プロセッサと、（ｄ）非一時的媒体に記憶された、プロセッサによる読み出し及び実行
が可能なプログラムとを備え、プログラムは、（ｉ）１又は２以上の環境センサから生体
信号を取得するステップと、（ｉｉ）生体信号に関する１又は２以上の環境センサ又はハ
ウジングの位置に対応する位置データを取得するステップと、（ｉｉｉ）ウェアラブル装
置の動作を、取得した位置データの関数として調整するステップとを実行する、ウェアラ
ブル装置。
【００７３】
　２．位置データは、１又は２以上の環境センサから取得される、前出のいずれかの実施
形態に記載のウェアラブル装置。
【００７４】
　３．位置データは、１又は２以上の環境センサとは別個の専用センサから取得される、
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前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００７５】
　４．プログラムは、ウェアラブル装置を遠隔サーバに結合し、遠隔サーバから１又は２
以上の装置設定を受け取るようにさらに構成され、１又は２以上の装置設定は、ウェアラ
ブル装置の動作を調整する、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００７６】
　５．１又は２以上の装置設定は、取得した位置データの関数である、前出のいずれかの
実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００７７】
　６．１又は２以上の装置設定は、１又は２以上の環境センサからの生体信号の取得を修
正する、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００７８】
　７．１又は２以上の装置設定は、ウェアラブル装置のメモリに記憶される、前出のいず
れかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００７９】
　８．ウェアラブル装置であって、（ａ）少なくとも１つのセンサがユーザの生物学的又
は生理学的特徴に対応する生体信号を検知するように構成された１又は２以上の環境セン
サと、（ｂ）プロセッサと、（ｃ）非一時的媒体に記憶された、プロセッサによる読み出
し及び実行が可能なプログラムとを備え、プログラムは、（ｉ）１又は２以上の環境セン
サから生体信号を取得するステップと、（ｉｉ）生体信号に関する１又は２以上の環境セ
ンサの位置に対応する位置データを取得するステップと、（ｉｉｉ）ウェアラブル装置の
動作を、取得した位置データの関数として調整するステップとを実行する、ウェアラブル
装置。
【００８０】
　９．位置データは、１又は２以上の環境センサから取得される、前出のいずれかの実施
形態に記載のウェアラブル装置。
【００８１】
　１０．位置データは、１又は２以上の環境センサとは別個の専用センサから取得される
、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００８２】
　１１．プログラムは、ウェアラブル装置を遠隔サーバに結合し、遠隔サーバから１又は
２以上の装置設定を受け取るようにさらに構成され、１又は２以上の装置設定は、ウェア
ラブル装置の動作を調整する、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００８３】
　１２．１又は２以上の装置設定は、取得した位置データの関数である、前出のいずれか
の実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００８４】
　１３．１又は２以上の装置設定は、１又は２以上の環境センサからの生体信号の取得を
修正する、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００８５】
　１４、１又は２以上の装置設定は、ウェアラブル装置のメモリに記憶される、前出のい
ずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００８６】
　１５．ウェアラブル装置の生体信号フィードバックを提供する方法であって、ユーザの
生物学的又は生理学的特徴に対応する１又は２以上の環境センサから生体信号を取得する
ステップと、生体信号に関する１又は２以上の環境センサの位置に対応する位置データを
取得するステップと、ウェアラブル装置の動作を、取得した位置データの関数として調整
するステップと、を含む方法。
【００８７】
　１６．位置データは、１又は２以上の環境センサから取得される、前出のいずれかの実
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施形態に記載の方法。
【００８８】
　１７．位置データは、１又は２以上の環境センサとは別個の専用センサから取得される
、前出のいずれかの実施形態に記載の方法。
【００８９】
　１８．ウェアラブル装置を遠隔サーバに結合するステップと、遠隔サーバから１又は２
以上の装置設定を受け取るステップと、取得した１又は２以上の装置設定に基づいてウェ
アラブル装置の動作を調整するステップとをさらに含む、前出のいずれかの実施形態に記
載の方法。
【００９０】
　１９．１又は２以上の装置設定は、取得した位置データの関数である、前出のいずれか
の実施形態に記載の方法。
【００９１】
　２０．１又は２以上の装置設定は、１又は２以上の環境センサからの生体信号の取得を
修正する、前出のいずれかの実施形態に記載の方法。
【００９２】
　２１．ウェアラブル装置であって、（ａ）ウェアラブル装置の１又は２以上の構成要素
を支持するハウジングと、（ｂ）少なくとも１つのセンサがユーザの生物学的又は生理学
的特徴に対応する生体信号を検知するように構成された１又は２以上のセンサと、（ｃ）
発信源と、（ｄ）プロセッサと、（ｅ）非一時的媒体に記憶された、プロセッサによる読
み出し及び実行が可能なプログラムとを備え、プログラムは、（ｉ）１又は２以上のセン
サから生体信号を取得するステップと、（ｉｉ）生体信号に関する１又は２以上のセンサ
の位置に対応する、信号の１又は２以上の信号特性を識別するステップと、（ｉｉｉ）発
信源を介して、生体信号に対する１又は２以上のセンサの近接性を生体信号の１又は２以
上の信号特性の関数として示すフィードバック信号を出力するステップとを実行する、ウ
ェアラブル装置。
【００９３】
　２２．１又は２以上の信号特性は、信号の強度を含む、前出のいずれかの実施形態に記
載のウェアラブル装置。
【００９４】
　２３．１又は２以上の信号特性は、信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を含む、前出のいず
れかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００９５】
　２４．プログラムは、１又は２以上の識別された特性を所定の測定基準と比較し、比較
に基づいてフィードバック信号の出力を変化させるようにさらに構成される、前出のいず
れかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００９６】
　２５．出力フィードバック信号は、ユーザ上の最適位置に対する１又は２以上のセンサ
の近接性を示すように、強度、振幅、周波数又は音色のうちの１つ又は２つ以上によって
変化する、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００９７】
　２６．出力フィードバック信号は、光、音、振動、電気刺激又は無線送信のうちの１つ
又は２つ以上の放出を含む、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【００９８】
　２７．生体信号は、ＥＣＧ波形を含む、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブ
ル装置。
【００９９】
　２８．ウェアラブル装置であって、（ａ）少なくとも１つのセンサがユーザの生物学的
又は生理学的特徴に対応する生体信号を検知するように構成された１又は２以上のセンサ
と、（ｂ）プロセッサと、（ｃ）非一時的媒体に記憶された、プロセッサによる読み出し
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及び実行が可能なプログラムとを備え、プログラムは、（ｉ）１又は２以上のセンサから
生体信号を取得するステップと、（ｉｉ）生体信号に関する１又は２以上のセンサの位置
に対応する、信号の１又は２以上の信号特性を識別するステップと、（ｉｉｉ）生体信号
に対する１又は２以上のセンサの近接性を生体信号の１又は２以上の信号特性の関数とし
て示すフィードバック信号を出力するステップとを実行する、ウェアラブル装置。
【０１００】
　２９．１又は２以上の信号特性は、信号の強度を含む、前出のいずれかの実施形態に記
載のウェアラブル装置。
【０１０１】
　３０．１又は２以上の信号特性は、信号の信号対雑音比（ＳＮＲ）を含む、前出のいず
れかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【０１０２】
　３１．プログラムは、１又は２以上の識別された特性を所定の測定基準と比較し、比較
に基づいてフィードバック信号の出力を変化させるようにさらに構成される、前出のいず
れかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【０１０３】
　３２．出力フィードバック信号は、ユーザ上の最適位置に対する１又は２以上のセンサ
の近接性を示すように、強度、振幅、周波数又は音色のうちの１つ又は２つ以上によって
変化する、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【０１０４】
　３３．出力フィードバック信号は、光、音、振動、電気刺激又は無線送信のうちの１つ
又は２つ以上の放出を含む、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブル装置。
【０１０５】
　３４．生体信号は、ＥＣＧ波形を含む、前出のいずれかの実施形態に記載のウェアラブ
ル装置。
【０１０６】
　３５．ウェアラブル装置の生体信号フィードバックを提供する方法であって、（ｉ）１
又は２以上のセンサから生体信号を取得するステップと、（ｉｉ）生体信号に関する１又
は２以上のセンサの位置に対応する、生体信号の１又は２以上の信号特性を識別するステ
ップと、（ｉｉｉ）生体信号に対する１又は２以上のセンサの近接性を生体信号の１又は
２以上の信号特性の関数として示すフィードバック信号を出力するステップと、を含む方
法。
【０１０７】
　３６．１又は２以上の信号特性は、信号の強度を含む、前出のいずれかの実施形態に記
載の方法。
【０１０８】
　３７．生体信号は、ＥＣＧ波形を含み、１又は２以上の信号特性は、ＥＣＧ波形の信号
対雑音比（ＳＮＲ）を含む、前出のいずれかの実施形態に記載の方法。
【０１０９】
　３８．１又は２以上の識別された特性を所定の測定基準と比較するステップと、比較に
基づいてフィードバック信号の出力を変化させるステップとをさらに含む、前出のいずれ
かの実施形態に記載の方法。
【０１１０】
　３９．出力フィードバック信号は、ユーザ上の最適位置に対する１又は２以上のセンサ
の近接性を示すように、強度、振幅、周波数又は音色のうちの１つ又は２つ以上によって
変化する、前出のいずれかの実施形態に記載の方法。
【０１１１】
　４０．出力フィードバック信号は、光、音、振動、電気刺激又は無線送信のうちの１つ
又は２つ以上の放出を含む、前出のいずれかの実施形態に記載の方法。
【０１１２】
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　上記の説明は多くの詳細を含んでいるが、これらは本技術の範囲を限定するものではな
く、本技術の現在のところ好ましい実施形態の一部を例示するものにすぎないと解釈すべ
きである。従って、本技術の範囲は、当業者に明らかになると思われる他の実施形態も完
全に含み、従って添付の特許請求の範囲以外のいかなるものによっても本技術の範囲を限
定すべきではなく、特許請求の範囲では、単数形による要素への言及は、明述しない限り
「唯一」を意味するものではなく、「１又は２以上」を意味するものであると理解された
い。当業者には周知の上述した好ましい実施形態の要素の構造的、化学的及び機能的同等
物も、引用によって本明細書に明確に組み入れられ、本特許請求の範囲に含まれることが
意図されている。さらに、本技術が解決しようとする課題が本特許請求の範囲に含まれる
ようにするために、装置及び方法がこれらのありとあらゆる課題に対処する必要はない。
さらに、本開示の要素、構成要素又は方法ステップは、これらが特許請求の範囲に明示さ
れているかどうかにかかわらず、一般に公開されることを意図するものではない。本明細
書における請求項の要素については、この要素が「～のための手段」又は「のためのステ
ップ」という表現を使用して明確に示されていない限り、米国特許法１１２条の規定によ
って解釈すべきではない。
【符号の説明】
【０１１３】
３００　アイウェア
３０２　着用者の顔
３１０　フレーム
３１２　センサ
３１４ａ　センサ
３１４ｂ　センサ
３１６　信号
３１８　生体信号
【図１】 【図２】
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公开了一种用于为可穿戴设备的最佳放置提供反馈的智能可穿戴设备和
方法。这包括通过在佩戴者的位置未对准或改变位置时发送通知或提供
反馈来根据佩戴者的状况锁定或解锁可穿戴设备， /或外部可穿戴/不可
穿戴设备。还公开了一种系统和方法，用于通过基于所获取的生物信号
质量提供反馈来向用户提供指令以校正可穿戴设备的放置。在一个实施
例中，通过将计算的信噪比与预测信号的信噪比进行比较来获得生物信
号质量。 点域


